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新型コロナウイルス感染症対策 

４月１９日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第８５回）開催結果 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
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開催結果

新型コロナウイルス感染症対策

４/1３ 第８４回対策本部会議
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新型コロナウイルス感染症対策 

５月から６５歳以上の新型コロナワクチンの 

予約受付・接種をはじめます 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



令和３年４月１９日

新型コロナウイルス感染症対策

５月から６５歳以上の新型コロナワクチンの
予約受付・接種をはじめます



ワクチン接種計画（令和３年４月１９日現在）

接種対象 津市の住民基本台帳に記録のある６５歳以上の人 約８５,０００人
※昭和３２年４月１日以前に生まれた人

 接種協力医療機関で接種を希望する人は、５月１２日までお待ちください。集団接
種と重複予約をしないようご注意ください。

 集団接種については、８月末までの予約を受け付けます。接種状況により９月以降
も接種を継続します。

集団接種会場 接種協力医療機関 巡回型集団接種会場

予約開始日
５月１日（土）
８時３０分から

５月１２日（水）以降順次開始 未定

接種開始日 ５月１３日（木） ５月２４日（月）以降順次開始 ６月中旬以降

接種完了
予定日 ８月末（予定）

１週間当たりの

接種回数 ２,４００回を予定 １０,０００回を予定

総接種回数 ３８,０００回を予定 １３２,０００回を予定

※ワクチン供給状況により接種計画に
変更が生じる場合があります。

※６５歳以上の人が全員接種した場合



集団接種会場概要

津センターパレス１階 イオンモール津南３階
イオンホール

久居インターガーデン内
（携帯電話ショップ北）

所在地 大門７-１５ 高茶屋小森町１４５ 久居明神町２４９０

開設
日時

木曜日
土曜日

１４：００～１７：００
木曜日
土曜日

１４：００～１７：００
木曜日
土曜日

１４：００～１７：００

日曜日
祝休日

９：３０～１２：３０
１４：００～１７：００

日曜日
祝休日

１０：１５～１３：１５
１４：４５～１７：４５

日曜日
祝休日

９：３０～１２：３０
１４：００～１７：００

接種
ブース

８ブース ４ブース ５ブース

駐車場

・お城東駐車場【平面】
（丸之内３２-２８）１７９台
・フェニックス通り駐車場
【立体】
（大門７-３２）１６１台

・敷地内駐車場
【平面・立体】
・敷地外駐車場【平面】
約３,４００台

・敷地内専用駐車スペース
【平面】
６４台

※接種後に駐車券を発行します

※休日は駐車場が混雑しますの
で、予約時間に余裕をもって
来場してください

※詳しい場所は接種会場敷地内
の案内表示を確認してください



個別接種及び巡回型集団接種概要

巡回型集団接種（公共施設等を活用予定）

ワクチン接種の進捗状況に応じて、
６月中旬以降に実施予定

個別接種（接種協力医療機関１２５か所）

接種体制の整った医療機関から順次実施予
定。また、現在医療従事者の接種を行ってい
る医療機関については、高齢者への接種開
始は６月以降の予定

持病等があり、ワク
チン接種に不安など
のある人は、かかり
つけ医と相談の上、
接種場所や接種時
期のご検討を
※別途診療費用がかかる場合があります

接種開始日 ５月２４日（月）以降順次開始

予約開始日 ５月１２日（水）以降順次開始



予約方法（集団接種・接種協力医療機関）

電話予約方法 インターネット予約方法

◆津市新型コロナワクチン接種予約
・相談電話窓口（コールセンター）

📞０５７０-０５９５６７

◆券番号（１０桁）、生年月日、接種
希望会場・日時を伝えて予約

◆津市ホームページから津市新型コロ
ナワクチン接種予約サイトにアクセス

※都合が悪くなった場合は予約取消の連絡を

◆予約完了

◆券番号（１０桁）・生年月日を入力
してログイン

◆予約者情報登録後、空き状況を確認
し、接種会場を選び、希望日時を選ぶ

◆予約完了

※都合が悪くなった場合は予約取消の手続きを

２回目（３週間後）も
同時に予約可能

続けて２回目（３週間後）も予約可能

②かかりつけ医があるなどで、接種協力
医療機関で受けたい

①集団接種会場で受けたい

※①②いずれか一方を選択（重複予約不可）

受けたい日時（２回分）を決め、接種券に記載されている「券番号（１０桁）」を確認 接
種
協
力
医
療
機
関
に
直
接
電
話
予
約

接種券

予約サイト（イメージ）

津市
ホーム
ページ



相談窓口など

電話相談
窓口

◆津市のワクチン接種の手続き・予約
津市新型コロナワクチン接種予約・相談電話窓口
ＴＥＬ：０５７０-０５９５６７

◆ワクチン接種に関する質問・相談
みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン
ＴＥＬ：０５９-２２４-２８２５

◆ワクチンの有効性・安全性など制度全般
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
ＴＥＬ：０１２０-７６１７７０

（コールセンター）

予約サイト 津市新型コロナワクチン接種予約サイト
https://www.tsu-city.covid19-vaccination.jp 津市 ワクチン予約

https://www.tsu-city.covid19-vaccination.jp/


問い合わせ先

健康福祉部
新型コロナウイルスワクチン接種推進室
〒514-8611 津市西丸之内23番1号
ＴＥＬ：059-229-3353
ＦＡＸ：059-229-3346
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新型コロナウイルス感染症対策事業  
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯分）５月１１日から給付開始  
 

 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



低所得の子育て世帯に対する

子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯分）

５月１１日から給付開始

令和３年４月１９日



低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親・ふたり

親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による

支出の増加の影響を勘案し、支給する。

目 的

対象者

詳細が示されている

ひとり親世帯分の

迅速な支給を実施します。

① 児童扶養手当受給者等（低所得のひとり親世帯）

② ①以外の住民税非課税の子育て世帯（その他低所得の子育て世帯）

※児童とは１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある者（障害児の場合は２０歳未満）

児童1人当たり一律 ５万円給付額

①低所得のひとり親世帯 迅速な支給を実現する観点から、まずは、児童扶養手当受給者
について、支給情報をもとに（申請不要）、可能な限り早期に支給
※ 直近で収入が減少した世帯等についても申請に基づき支給

②その他低所得の子育て世帯 今後、国において具体的な制度設計が行われる。

国からの通知を受けた後、可能な限り早期に支給（要申請）

スケジュール



低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）

（事業費：１億6,045万円 事務費：1,124万円）

ひとり親世帯
対象者

①児童扶養手当受給者 【申請不要】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受けている人

と同じ水準となっている人
※父又は母が養育者の場合の水準

年間収入見込額が365万円（扶養１人の時）を下回ること （扶養２人の時は412万5千円）

公的年金等を受けていることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人

※公的年金等は遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など

令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けている人

②公的年金等受給者 【要申請】

③家計急変者 【要申請】

ひとり親世帯に対する給付金の支給は、可能な限り早期に支給

令和３年４月２日に専決処分にて補正予算（第１号）を計上 予算額 １億7,169万円

迅速な支給を実施します



ひとり親世帯に対する支援の経過

１回目 ２回目 ３回目（今回支給分）

支給
開始日

令和２年７月３０日 令和２年１２月２５日 令和３年５月１１日

対象者

①児童扶養手当受給者
②公的年金等受給者
③家計急変者

①児童扶養手当受給者
②公的年金等受給者
③家計急変者

①児童扶養手当受給者
②公的年金等受給者
③家計急変者

給付額

基本給付
１世帯当たり ５万円
第２子以降１人につき ３万円
追加給付（①②のみ）
１世帯当たり ５万円

基本給付
１世帯当たり ５万円
第２子以降１人につき ３万円

児童1人当たり

一律 ５万円

事業費

【実 績】
基本給付 2,099世帯(3,248人)

1億3,945万円
追加給付 1,278世帯

6,390万円
合 計 2億335万円

【実 績】
基本給付 2,099世帯(3,248人)

1億3,945万円

【予算額】
約2,000世帯（約3,200人分）

1億6,045万円

これまでに、３億４，２８０万円の給付金を支給



への支給

②子育て世帯への臨時特別給付金給付金支給の流れ１

市から令和３年４月分の児童扶養手当受給者へ案内文書を送
付します。

申請の手続きは一切不要です。

児童扶養手当を受給している口座へ、給付金を振り込みます。

（児童1人当たり一律 ５万円）

市から支給をお知らせする通知文書を送付します。

４月１９日

５月 ７日

５月１１日

※受給を希望しない場合は、４月２３日までに受給拒否の届出書を提出。

①児童扶養手当受給者



申請書等は、本日から、こども支援課・
各総合支所で配布します。また、市ホーム
ページからダウンロードすることができます。

への支給

②子育て世帯への臨時特別給付金給付金支給の流れ２

こども支援課又は各総合支所
市民福祉課（福祉課）にて
申請を受け付けます。

ご希望の口座へ給付金を振り込みます。

（児童1人当たり一律 ５万円）

市から支給をお知らせする通知を送付します。

５月６日
から

令和4年

2月28日
まで

５月21日

５月27日

※第１回支払スケジュール

※ 以降、申請から概ね2週間から4週間程度で指定口座に振り込みます。

②公的年金等受給者 ③家計急変者

➊申請書（請求書）
・申請者・請求者本人確認書類の写し
・振込口座を確認できる書類の写し
・戸籍謄本または抄本

❷簡易な収入（所得）見込額の申立書
・収入（所得）を証明する書類（給与明細書等）

申請に必要な書類



問い合わせ窓口問い合わせ窓口

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な

電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署（または警察相談専

用電話(#9110)）にご連絡ください。

健康福祉部こども支援課

〒514-8611 津市西丸之内23番1号
ＴＥＬ：059-229-3155
ＦＡＸ：059-229-3451
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津市の森林経営管理事業  
一志地域と白山地域（一部）に森林を持つ  

森林所有者を対象に意向調査票を発送します  
～未整備森林解消に向けた取り組み～  

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



令和３年４月１９日

一志地域と白山地域 （一部） に森林を持つ
森林所有者を対象に意向調査票を発送します！

～未整備森林解消に向けた取り組み～

津市の森林経営管理事業



森林面積 ： ４１，５３３ｈａ（国有林741haを含む）

※市域の面積７１，１１９ｈａの５８％

民有林面積 ： ４０，７９２ｈａ

天然林等 ： ７，２４１ｈａ （18%）

人工林 ： ３３，５５１ｈａ （82%）
適切に経営管理がされている森林

約８，５００ha（人工林の25％）

適切に経営管理がされていない森林
（経営管理制度の対象森林）

約２５，０００ha（人工林の75％）

市
役
所

伊
勢
湾

凡例

普通林

保安林

国有林

『適切な経営管理』
樹種、林齢、地形などの森林資源の状況に応じて、

伐採、造林、保育などを持続的に実施すること。

津市における森林の状況（令和３年４月１日現在）



意向調査の予定地域（一志地域、白山地域の一部） ６，６８１ｈａ

令和３年度の経営管理意向調査について

一志地域
（3,793ha）

白山地域の一部
（2,888ha）

合計
（6,681ha）

意向調査票の
発送予定数

２，１３７名
（2,398筆）

３，６３６名
（11,659筆）

５，７７３名
（14,057筆）

※人数及び筆数は林地台帳情報の地目が森林、保安林から想定
※面積は地域森林計画に基づく森林簿の面積から想定

意向調査票は、７月から順次
発送予定。

併せて、経営管理制度や意向調
査に関する説明会と相談会も開
催。（日程のご案内は意向調査票
に同封）

令和３年度の実施区域

令和２年度の意向調査票同封物

芸濃
令和元年度実施

美杉
令和２年度実施

一志
白山①

久居

美里

安濃

旧津

河芸

香良洲

白山②

『経営管理意向調査』
森林所有者に対して、今後、自己管理するのか、市へ委託を希望するのかを確認する調査



宛先不明 （17％）

自己管理

委託希望

森林経営管理事業の流れ（本市の取組み）

→不明者探索、再発送

補助事業等を活用した
森林整備

①
林業経営に適した森林

②

林業経営に適さない森林

④ ⑤

回答なし （31％）

→回答を促す取組み

※（％）は、芸濃・美杉地域の調査実績に基づいた割合

回答あり（52％）

検討中
（選択困難な場合に限る）

➂



経営管理意向調査の結果（芸濃、美杉地域） ２０，２５３ｈａ

①経営管理意向調査

芸濃地域 （3,793ha）
令和元年度実施

美杉地域 （16,460ha）
令和２年度実施

合計 （20,253ha）

意向調査票の発送数 ２，４３１名 （11,562筆） ４，８８４名 （33,120筆） ７，３１５名 （44,682筆）

回答あり １，０８９名 （ 6,678筆） ２，６９１名 （21,866筆） ３，７８０名 （28,544筆）

委託希望 ※ ６８６名 （3,684筆） １，９５５名 （14,935筆） ２，６４１名 （18,619筆）

自己管理 ※ ２６７名 （1,807筆） ８５３名 （ 6,485筆） １，１２０名 （ 8,292筆）

検討中 ※ ２１９名 （1,187筆） ８４名 （ 446筆） ３０３名 （ 1,633筆）

宛先不明 ５７４名 ６７１名 １，２４５名

回答なし ７６８名 １，５２２名 ２，２９０名

回答なし2,290名に
ついては、ハガキで回答
を促す通知を予定

※ 筆ごとの意向調査のため、人数は延べ人数

令和元年度と令和２年度の意向調査票を未提出の方については、
津市（林業振興室）にて受付けをしますので、提出をお願いします。

（52％）

（17％）

（31％）



令和元年度の経営管理意向調査結果による宛先不明者（５７４名）の
探索状況 （令和３年３月３１日現在）

○森林法改正により、活用が可能となった固定資産課税情報を林地台帳に反映
して判明した所有者数 ３３３名（５８％）

○登記簿等に記載された住所地の市町村に照会した所有者数 ２４１名（４２％）

・照会により宛先が判明した所有者数 ６９名 （２９％）
・照会により調査不能が判明した所有者数 １０８名 （４５％）
（住民基本台帳や戸籍謄本の情報が無いなどの理由で、調査続行が不可能となった所有者数）

・未判明（照会調査中）の所有者数 ６４名 （２６％）

※美杉地域の経営管理意向調査結果による宛先不明者の探索については、今後、実施
します。

① 経営管理意向調査（不明者探索、再発送【芸濃地域】）

※宛先が判明した402名（333名＋69名）の方に、意向調査票を５月から順次再発送します。
なお、照会調査中の宛先未判明の所有者（64名）は、判明次第再発送します。



森林現況調査・境界明確化の実施状況

令和元年度 ３９名 ８１.８３ｈａ 芸濃町河内地内
令和 ２年度 ５２名 １００.５１ｈａ 芸濃町河内地内

計 ８２名※ １８２.３４ｈａ
※ 令和元年度と令和２年度の双方で重なった人数が９名

『森林現況調査』
・対象森林の樹種や生育状況、立木密度などの調査。

森林整備（間伐）の内容を決める上で重要な情報。

『境界明確化』
・対象森林の隣接者に立ち会いを求め、森林の境界を明確にする。
・杭を設置し、簡易測量（対象森林の周囲測量）を行う。

調査結果

②森林現況調査・境界明確化



経営管理権集積計画の作成状況
令和２年度 ３３名、７４．５０ｈａ 芸濃町河内地内

(令和元年度確定箇所）
※令和２年１１月２日公告

経営管理実施権配分計画の作成状況
実績なし（現在、再委託可能な森林の調査中）

『経営管理権集積計画』
・経営管理委託の条件が整った森林に対して、存続期間や森林整備
の内容を定めた計画。

『経営管理実施権配分計画』
・県の認定を受けた「意欲と能力のある林業経営者」への再委託が
確定した森林に対して作成する計画。

③ 経営管理権集積計画の同意取得、公告
④ 経営管理実施権配分計画（再委託）



森林整備の実施状況
令和元年度 ２１.９６ｈａ （市有林）芸濃町河内地内
令和 ２年度 １７.０２ｈａ （市有林）美杉町太郎生地内
令和 ２年度 １７名 ３５.５８ｈａ （経営管理権集積森林）芸濃町河内地内

計 ７４.５６ｈａ

※材積率で概ね３０％の間伐を実施。
※被圧木などの劣勢木を中心に伐採し、伐採木については、等高線上に並べて、
土砂や流木の発生を抑制する措置を講じる。

⑤森林整備【間伐】

整備前の森林

整備後の森林



経営管理意向調査、現況調査・境界明確化、森林整備（間伐）

・意向調査

・現況調査
・境界明確化

・森林整備
（間伐）

未
整
備
森
林
の
解
消

森林環境譲与税の満額交付
森林環境税の徴収開始

・不明森林所
有者の探索

・経営管理権
集積計画

未実施の市内全域に
順次意向調査を着手

芸濃地域以外へ範囲を
拡大

芸濃地域・美杉（市有林）
以外へ範囲を拡大

事業規模の拡大

事業規模の拡大

経営管理権の取得、経営管理実施権配分計画による再委託

探索、意向調査票の再発送

一志地域
白山の一部

芸濃地域

芸濃地域
美杉（市有林）

令和３年度以降のスケジュール



造林補助事業の対象外となる、施業面積が５ｈａ未満の小規模森林の
整備（間伐、植栽）に対する支援を行います。

● 造林補助事業（国補、県単）

● 治山事業
・保安林改良事業

● みえ森と緑の県民税事業
・災害緩衝林整備事業
・流域防災機能強化対策事業

● 市単独補助事業
・小規模森林整備促進事業（森林環境譲与税を財源とした新規事業）

自己管理（活用できる森林整備事業）



農林水産部 林業振興室
〒515-2603 津市白山町川口892（白山庁舎２階）
ＴＥＬ：059-262-7025 ＦＡＸ：059-264-1000

問い合わせ

経営管理意向調査などの森林経営管理制度に関する
ことや、森林整備に関する相談などがあれば、お気軽に
林業振興室までお問い合わせください。

相談窓口
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